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令和５年神審第３号 

裁    決 

引船Ａ引船列乗揚事件 

   

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

  受  審  人  ａ２ 

    職  名 Ａ甲板員 

    海技免許 六級海技士（航海） 

     

本件について、令和５年１月１０日その管轄を広島地方海難審判所か

ら当海難審判所に移転する指定があったので、当海難審判所は、理事官

佐藤雅彦出席のうえ審理し、次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａ１を戒告する。 

受審人ａ２を戒告する。 

  

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１１月１６日０９時３０分 

 広島県下蒲刈島北西岸 

２ 船舶の要目 
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  船 種 船 名 引船Ａ         台船Ｂ 

  総 ト ン 数 ９８.９５トン 

  全   長 ２７.１５メートル     ６０.００メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出 力 ７３５キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、船首船橋型鋼製引船で、船橋前部中央に操舵スタンド、その

左舷側にＧＰＳプロッター及びレーダー、右舷側に機関遠隔操作盤を

それぞれ備え、ａ１受審人及びａ２受審人ほか１人が乗り組み、船首  

２.１メートル船尾３.５メートルの喫水をもって、無人で空船のまま、

船首尾０.４メートルの等喫水となった非自航式の台船Ｈ－２３１を

えい航し、Ａの船尾からＢの後端までの距離が約１１０メートルの引

船列（以下「Ａ引船列」という。）を構成し、令和３年１１月１６日

０９時００分広島県呉港広区を発し、猫瀬戸を経由する予定で、兵庫

県東播磨港に向かった。   

  発航に当たり、ａ１受審人は、呉港広区を発し、同区に続いて猫瀬

戸を航行する状況であったが、Ａの乗船経験が長いａ２受審人に出港

操船及び船橋当直を任せておけば、同区及び同瀬戸を無難に航行でき

るものと思い、昇橋して自ら操船指揮を執らなかった。 

  ところで、ａ２受審人は、前々日の１４日０５時頃阪神港大阪区を

出港し、当初の予定を超過して１３時頃までの、及び１７時頃から 

２３時頃までのそれぞれの間、船橋当直に就き、２３時頃広島県小用

港北東方沖合に到着して同沖合の係船浮標に係留したのち、睡眠をと

ろうとしたものの、寝付けないまま睡眠がとれずに、翌１５日０５時

頃小用港北東方沖合でＡ２をえい航して発航し、船橋当直に就いて呉

港広区に向かい、０８時頃同区に入港後、休息及び仮眠に当て、引き
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続き、夜間は翌日の船橋当直に備えて睡眠をとろうとしたが、前日と

同様に寝付けないまま睡眠がとれなかったことから、疲労が蓄積した

うえ、睡眠不足の状態であった。 

ａ２受審人は、出港操船に引き続いて単独の船橋当直に就き、操舵

スタンド後方の椅子に腰掛けた姿勢で操船に当たって呉港広区を南下

し、港界を通過して猫瀬戸に入航し、０９時１３分僅か過ぎ重岩灯台

から２４７度（真方位、以下同じ。）１.７５海里の地点で、針路を  

０９７度に定めて自動操舵とし、４.８ノットの速力（対地速力、以

下同じ。）で進行した。 

ａ２受審人は、０９時１６分僅か過ぎ重岩灯台から２４２.５度  

１.５４海里の地点に達したとき、蓄積した疲労と睡眠不足から、眠

気を催したが、出港して程なく、また、猫瀬戸を航行中に居眠りする

ことはないものと思い、立ち上がって操船に当たるなど、居眠り運航

の防止措置を十分にとらなかった。 

こうして、ａ２受審人は、同じ姿勢を続けるうち、いつしか居眠り

に陥り、猫瀬戸に沿って針路を転じることができないまま、下蒲刈島

北西岸に向首続航し、０９時３０分重岩灯台から１９７.５度１,６２

０メートルの地点において、Ａ引船列は、原針路、原速力で、同岸沖

合の浅所に乗り揚げた。 

当時、天候は晴れで風力１の南東風が吹き、潮候は下げ潮の初期で

あった。 

ａ１受審人は、自室で休息していたところ、衝撃により、乗り揚げ

たことを知り、事後の措置に当たった。 

  乗揚の結果、Ａは、船底外板に擦過傷を生じ、来援した救助船によ

って引き降ろされ、呉港広区に引き付けられた。 
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 （原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、東播磨港に向けて猫瀬戸を東行中、居眠り運航の防止措

置が不十分で、下蒲刈島西方沖合において、同島北西岸に向首進行した

ことによって発生したものである。 

 運航が適切でなかったのは、船長が、呉港広区を発し、同区に続いて

猫瀬戸を航行する際、昇橋して自ら操船指揮を執らなかったことと、甲

板員が、眠気を催した際、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった

こととによるものである。 

 ａ１受審人は、東播磨港に向けて呉港広区を発し、同区に続いて猫瀬

戸を航行する場合、昇橋して自ら操船指揮を執るべき注意義務があった。

ところが、同人は、Ａ乗船経験が長いａ２受審人に船橋当直を任せてお

けば、呉港広区及び猫瀬戸を無難に航行できるものと思い、昇橋して自

ら操船指揮を執らなかった職務上の過失により、ａ２受審人が居眠りに

陥って下蒲刈島北西岸に向首進行していることを把握できずに同岸沖合

の浅所に乗り揚げる事態を招き、Ａの船体に損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 ａ２受審人は、東播磨港に向けて単独の船橋当直に就き、自動操舵に

よって猫瀬戸を東行中、蓄積した疲労と睡眠不足により眠気を催した場

合、居眠りに陥ることのないよう、立ち上がって操船に当たるなど、居

眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。ところが、同

人は、出港して程なく、また、猫瀬戸を航行中に居眠りすることはない

ものと思い、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失

により、いつしか居眠りに陥り、下蒲刈島西方沖合において、同島北西

岸に向首進行して、同岸沖合の浅所に乗り揚げる事態を招き、Ａ１の船

体に損傷を生じさせるに至った。 
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 以上のａ２受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

  

   令和５年１０月２３日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  下  條  正  昭 

 

 


